
産後ケア事業が始まりました

〇利用できる人
出産後６か月未満の母子で、出産後の体調の回復に不安がある方、初産婦などの理由で育児に不安
を持っている方、日常の生活面について助言や相談を必要とする方等
〇内容
お母さんの心配事やお子さんの体調に合わせた助産師等によるケアを受けられます。宿泊と日帰り
のサービスがあります。
★母子の健康状態のチェック　★お母さんの休養　★乳房ケアと授乳の指導
★沐浴、自宅での子育てや生活面の相談・指導など

　さぬき市では、お母さんと赤ちゃんの健康を守り健やかな育ちを支援するために、平成29年度から産
後ケア事業を開始しました。

【問・申】国保・健康課 住所 〒769-2392　さぬき市長尾東888-5（長尾支所２階）
 ☎（0879）52-2518　FAX（0879）52-4727　受付 月～金（祝祭日・年末年始除く）8時30分～17時15分

　シニア世代の方が住みなれた地域で自分らしく元気
で自立した生活が長く送れるように、介護予防の体操
や、認知症予防のレクリエーションを楽しみながら行
う教室を開催しています。

いきいき健康教室日程

【問】さぬき市社協（大川支所） ☎（0879）43-6590
　　地域包括支援センター　　 ☎（0879）52-0410

時間：午前10時から11時30分

6月　1日(木)

6月　8日(木)

6月　8日(木)

6月　9日(金)

6月14日(水)

6月15日(木)

6月20日(火)

6月23日(金)

6月26日(月)

6月27日(火)

寒川ふれあいプラザ

辛立文化センター

神前体育館

鴨部ふれあいプラザ

大川公民館

　

志度保健センター

社会福祉協議会津田支所

小田ふれあいプラザ

多目的研修集会施設

みろくふれあい市場内
コミュニティセンター

時間：午後1時30分から3時

6月　2日(金)

6月12日(月)

6月13日(火)

6月16日(金)

志度公民館末分館

造田ふれあいプラザ

鴨庄ふれあいプラザ

志度武道館

○憩いの場活動（誰でも参加できます）
地元の介護予防サポーターが行う教室で、参加者

と一緒に体操や歌、脳トレゲームを行いながら集え
る場です。

地元で楽しく活動する“介護予防サポーター”をご存知
ですか？

　“介護予防サポーター”は、「介護予防・健康づくりを
通して、一緒に楽しい時を築き、人と寄り添い地域を支
える存在」です。憩いの場活動以
外にも、地元の自治会に出向き
お話や歌、体操、脳トレレクを皆
さんと一 緒 に 楽しむ「 出 前 講
座」、地域で孤立しがちな高齢
者のお宅へ訪問し楽しい時間
を過ごす「お話ボランティア」な
どを行っています。

介護予防サポーター活動紹介

時間：午前10時から11時30分
6月19日(月)  長尾保健センター

時間：午後1時30分から3時
6月　6日(火)

6月15日(木)

生涯学習館

寒川ふれあいプラザ

【問】 地域包括支援センター　☎（0879）52-0410

元気な
うちか

ら

介護予
防!

デイサービス型
（日帰り）

利 用 期 間 利 用 施 設利 用 者 負 担 額 ※

産後の悩みをサポートします!

5日間まで
9：00～16：30

※利用者負担額は市民税非課税世帯の方は半額、生活保護世帯の方は免除となります

１日5,500円
・食事１回

予防接 種のお 知らせ

　さぬき市へ転入された方で７歳６ヶ月未満のお子さ
まの保護者の方は、今までに受けている予防接種につ
いてご連絡ください。予防接種によっては通知の時期を
過ぎている場合がありますので、必ずご連絡をお願い
します。

長期療養のため定期接種を受けられなかった方へ
　長期にわたり療養を必要とする疾病で予防接種を受
けられなかった方が、回復後２年以内に接種する場合
には、定期接種として認められる場合があります。
　対象となる疾病の種類や対象年齢等については、国
保・健康課までお問い合わせください。

【問】国保・健康課（長尾支所2階）　☎（0879）52-2518

　麻しん・風しんは乳幼児期にかかることが多いため、
１歳のお誕生日がきたらなるべく早く第１期を接種し、
より高い予防効果を得るために、小学校入学前の１年
間に第２期を接種しましょう。

〈平成29年度対象者〉
【第1期】生後12ヶ月～24ヶ月未満
【第2期】平成23年4月2日～
 平成24年4月1日生まれ
 （小学校就学の前年度）
 接種期間： 平成29年4月1日から
  平成30年3月31日まで
 ⇒第2期について4月に個人通知していま

す。
●接種時期は、麻しんが流行する４月～６月の間が望
ましいとされています。

●麻しんまたは風しんにかかった方でも、混合ワクチ
ンの接種が可能です。

児童手当・特例給付
現況届の提出について
児童手当・特例給付
現況届の提出について

【問】子育て支援課　☎（0879）52-2517

　児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提
出が必要となります。
　現況届とは、毎年6月1日における養育状況や所得状況に
ついて、児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか
どうかを確認・審査するために提出していただくものです。
　現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられな
くなりますので、ご注意ください。
◯届出に必要な書類等

　 ・ 現況届（用紙は6月上旬に受給者に郵送します）
　 ・ 受給者本人の健康保険証の写し

（年金加入証明書が必要な場合があります）
　 ・ その他、必要に応じて提出していただく書類があります

＜対象の方のみ＞
平成29年1月1日にさぬき市に住所がなかった受給者
および配偶者
　 ・ 平成29年度(平成28年分)所得課税証明書(控除の

内訳がわかるもの)
⇒平成29年1月1日に住所があった市町で取得し

てください。
　※配偶者で、受給者の税法上の配偶者控除の対象と

なっている方については、所得課税証明書の提出
は不要です。

受給者は、児童手当制度上の生計中心者となります・・・
・ご家庭の中（児童の父または母）で所得が高く、児

童を税法上扶養している方｠
・児童を健康保険上扶養している方
・両親とも就労されている場合には、原則として恒

常的に所得の高い方
上記に該当する方が、現在の受給者と異なる場合

や疑問等がある場合は、児童手当担当までお問い合
わせください。（所得状況、健康保険の扶養状況、税の
扶養状況等を確認させていただいた結果、受給者変
更が必要となる場合があります。）

～児童手当の受給者について（確認のお願い）～

こんにちは「地域包括支援センター」ですこんにちは「地域包括支援センター」です
高齢者虐待が起きない地域づくりのために

悩みや負担を
抱え込まず
相談を

～介護されている方へ～

虐待の原因の一つに「介護者の心身の疲労」が
あります。サービスを上手に利用し、介護を抱え込
まない方法を話し合いましょう。

自分自身の健康や生活も大切にしてください。

困ったときは、どこに相談
すればいいの？

高齢者と
その家族を
孤立させない

～地域の方へ～

虐待を受けている人も虐待している人も自覚が
なく、通報が両者を救うきっかけになることがあり
ます。

周囲が早めに気づき、相談窓口につなぐことが
大切です。

まず相談＆連絡を！ 高齢者と介護者が安定した生活を
送れるよう支援します

【問】さぬき市地域包括支援センター（介護保険課内）
場所：さぬき市長尾東888番地5　☎ (0879)52-0410

宿泊型
（ショートステイ）

7日間まで
1日10,000円
・入所日・退所日もそれぞれ１日とします
・食事は利用時間に応じた回数

【デイサービスのみ】
さぬき市民病院、みよし助産師相談室（東か
がわ市）、いけぞえ助産院（綾川町）

【宿泊・デイサービス】
ぼっこ助産院（高松市）、松本助産院（高松市）

見守り 相談

声かけ

〇利用者負担額、利用施設

転入された方へ

麻しん風しん予防接種
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